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令和４年度 仙台市障害者施策推進協議会（第１回）議事録 

 

 

１ 日 時 令和 4年５月 26日（木曜）18：30～20：40   

２ 場 所 オンワード樫山仙台ビル 10階ホール 

３ 出 席 秋山委員，大坂委員，小野委員，小幡委員，菅野委員，佐々木委員，柴田委員，高

橋（淳）委員，髙橋（秀）委員，寺田委員，中嶋委員，支倉委員，三浦委員，山下

委員 

      阿部（勇）臨時委員，伊藤臨時委員，片桐臨時委員，鎌田臨時委員，成田臨時委員，

早坂臨時委員，細川臨時委員 

      ※欠席：奥田委員，加納委員，菊地委員，熊井委員，熊谷委員，西尾委員 

          阿部（昌）臨時委員，子吉臨時委員 

[事務局]西崎障害福祉部長，小幡障害企画課長，清水障害者支援課長，井上障害者

総合支援センター地域リハビリテーション推進係長（所長代理），大類精神

保健福祉総合センター主幹（所長代理），蔦森北部発達相談支援センター所

長，大石南部発達相談支援センター所長，福本青葉区障害高齢課長，天野

宮城総合支所障害高齢課長，只埜宮城野区障害高齢課長，服部若林区障害

高齢課長，吉田太白区障害高齢課長，加藤秋保総合支所保健福祉課長，三

條泉区障害高齢課長，小西企画係長，阿部サービス管理係長，前田社会参

加係長，佐藤地域生活支援係長，佐藤主幹兼障害保健係長，及川施設支援

係長，髙橋指導係長，田所主任，大谷主事，五戸主事，篠木主事，成田主

事 

ほか傍聴者 5名 

 

４ 内 容 

（１）開 会 

 

（２）委員挨拶 

 

（３）会長挨拶 

会 長   皆様，おばんでございます。 

 本日は臨時委員の方も含めて実質第 1 回目の話し合いの場になります。今日はた

くさんの方の意見をいただきたいと考えていますが，この委員会の重要なルールと

して１つ申し上げておきたいのが，他の方の話をよく聞きましょうということ。そ

の上で自分の意見を言いながら，少しでもいいものにするためにみんなで努力して

いきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   大坂会長，ありがとうございます。 

 それでは，ここからの進行は会長に進めていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 
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（４）議事録署名人指名等 

 (1) 定足数の確認                                    

事務局より定足数の確認がなされ，会議の成立が確認された。 

 (2) 議事録署名人指名                                   

議事録署名人について，会長より菅野委員の指名があり，承諾を得た。 

 

（５）議事 

 協議事項 

 (1) 条例の見直しに係る議論の進め方等について 

 (2) 障害を理由とした差別事例等の収集結果について 

 (3) 障害福祉関係団体，事業者団体等へのヒアリング等の実施結果について 

 

 協議事項 

  (1) 条例の見直しに係る議論の進め方等について 

会 長   本日の議事につきましては，仙台市障害者施策推進協議会運営要領第４条第１項

に基づき公開といたします。 

 それでは，次第５の議事に入ります。 

 協議事項（１）の条例の見直しに係る議論の進め方等について，事務局からご説

明をお願いいたします。 

 

事 務 局 

(小幡課長) 

  障害企画課，小幡でございます。よろしくお願いします。 

 それでは，協議事項（１）条例の見直しに係る議論の進め方等につきましてご説

明いたします。 

 資料は，１－１，条例の見直しに係る議論の進め方等についてをご覧ください。 

 こちらの資料のうち，項目１の背景から項目３の検討の進め方までは，昨年 11 月

の協議会でご説明させていただいた内容と同じものとなっております。ですが，そ

の際には臨時委員の皆様はご参加されておりませんでしたので，改めてご説明させ

ていただきます。 

 まず，１の条例の見直しを行う背景です。 

 （１）の国の状況ですが，本市の差別解消条例と同じ平成 28 年４月にいわゆる障

害者差別解消法が施行されました。法には，施行３年経過後の見直し規定がありま

して，国の障害者政策委員会における議論を踏まえまして，昨年６月に事業者の合

理的配慮の提供の義務化などを規定した改正法が公布され，３年以内に施行される

予定となっております。また，現在，差別解消に関する国の基本的な考え方が示さ

れた基本方針につきましても改定作業が進められておりまして，今年の秋以降に改

定案が取りまとめられる予定とされております。 

 （２）の本市の状況です。本市では，平成 28 年４月に差別解消条例を施行しまし

て，この間，差別解消，障害理解に関する様々な取組を進めてきたところです。参

考資料１に条例に係る主な取組として，相談体制の整備，普及啓発，理解促進，庁

内体制の整備など，分野ごとに概要をまとめておりますので，後ほどご覧いただき

たいと思います。 

 （３）の県の状況です。県では，昨年４月に差別解消の県条例，それから手話言

語条例を施行しました。 

 （４）の法，県条例，市条例の関係性です。国では，法に合わせ，地域の実情に
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応じた条例を施行し，地域それぞれで差別解消を推進することが望まれるとしてい

ます。市の条例では，現行の法や基本方針を踏まえた内容としておりますほか，差

別を分かりやすく定義するとともに，差別解消の方策，差別事例の解決の仕組みを

具体的に定めております。改正法，県条例と市の条例の違いですけれども，大きく

は，事業者の合理的配慮の提供について，改正法，それから県条例では義務とされ

ているところを，現行法を踏まえた市の条例では努力義務というふうにしている点

が挙げられるかと思います。 

 資料２ページをご覧ください。 

 ２の条例見直しの方向性です。 

 このように改正法と市条例との間で相違点がありますので，（１）として，まずは

法改正及び基本方針の改定を踏まえまして条例を見直し，具体的には事業者の合理

的配慮の義務化などになりますけれども，こうした見直しを行うことを基本としま

して，改正のほうを進めていきたいと考えております。 

 あわせて，（２）にありますとおり，市条例の施行後６年が経過しまして，その間

の運用状況とか取組などを検証して，そこで見いだされた課題なども踏まえながら

必要な見直しを行うこととしております。 

 ３の検討の進め方です。 

 まず，（１）にありますように，条例の見直しは本市の障害者施策と関連しますの

で，こちらの障害者施策推進協議会を中心に議論を進めてまいります。検討に当た

りましては，これまで協議会に参加していなかった障害種別である聴覚障害，発達

障害，高次脳機能障害の方々，それから，事業者の合理的配慮の影響ということも

議論していきますので，各種事業者団体の代表の皆様，地域の代表としての民生委

員の方に臨時委員として加わっていただいております。 

 また，（２）としまして，本市における条例施行の状況や差別の現状把握，課題整

理，（３）として，当事者や家族，事業者等の意見，具体的には，この後にご報告い

たします各種団体へのヒアリング，事例収集の結果を踏まえて検討を進めてまいり

ます。 

 さらには，（４）として，差別解消に関する市民，事業者の関心を高め，幅広い理

解を得ながら進めることとしまして，ワークショップ，シンポジウムなどを行う予

定としております。 

 続きまして，項目４の今後のスケジュール（案），それから項目５の今回の協議会

における論点，こちらにつきましては，今回新たにご説明する内容となっておりま

す。 

 ４の今後のスケジュール（案）でございます。 

 資料につきましては，資料１－２，今後のスケジュール（案）をご覧ください。 

 今後のスケジュールを資料左側に国の動き，真ん中に当施策推進協議会，右側に

市民等との意見交換等のスケジュール，そういった形でお示ししております。 

 障害者施策推進協議会等の行をご覧いただきたいと思います。 

 ５月の今回の協議会を皮切りにしまして，８月，９月，10 月，11 月に，11 月は

２回ございますが，計６回の協議を行いまして，条例改正に係る中間案をまとめて

まいります。その後，来年１月にパブリックコメントを行いまして，３月に答申案

を取りまとめ，市長に答申するスケジュールとしております。 

 臨時委員ではない通常の委員の皆様に関しましては，このほかに障害者保健福祉

計画に係る協議会も３回予定しておりまして，ほぼ毎月協議会にご出席いただくこ

とになります。ご負担をおかけして大変恐縮ではございますけれども，ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 資料は１－１の４のほうに戻りまして，今後予定している主な協議テーマについ

てご説明いたします。 

 協議テーマは，差別解消法の主な改正内容に沿いまして，事業者の合理的配慮の

提供の義務化について，相談体制について，差別解消の取組に関する情報の収集，

提供等について，普及啓発についての４点となりまして，次回以降，８月，９月，
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10月の協議会で協議していただく予定としております。 

 なお，法改正の概要につきましては，参考資料２に障害者差別解消法の概要をお

配りしましたので，後ほどご高覧いただきたく思います。 

 最後に，５の今回の協議会における論点についてでございます。 

 今回は，この後の協議事項（２）（３）におきまして，昨年度実施いたしました障

害当事者，障害福祉関係団体，市民等から寄せられた差別事例，配慮が得られた事

例の収集結果，障害福祉団体，事業者団体を対象としたヒアリングの結果，仙台市

障害者差別解消・虐待防止連絡協議会構成機関からの意見，こういったものをご報

告させていただきます。その内容を踏まえまして，皆様からご意見をいただきたい

と思います。 

 その際の論点といたしましては資料にある（１）から（３）にまとめさせていた

だきましたが，（１）として，事例やヒアリングの結果を踏まえて条例の見直しにお

いて検討すべき視点や課題，（２）として，条例に新たに盛り込む必要がある視点や

修正が必要と考えられるもの，（３）として，障害者差別解消を進めるために取り組

む必要があると考えられるもの，これらの３点についてご意見をいただきたく思い

ます。 

 今回の協議会では，委員の皆様から率直な課題認識をお伺いいたしまして，次回

以降予定している協議テーマ，こういったものに肉づけする材料とさせていただき

たいと考えております。そのため，本日の協議事項（２）（３）では，意見をまとめ

るということではなくて，まずは意見出しの会というふうにさせていただきたいと

思いますので，よろしくお願いいたします。 

 協議事項（１）につきましては，説明は以上でございます。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 ただいま協議事項（１）について事務局よりご説明いただきました。 

 それでは，委員の皆様と協議したいと思いますが，なお，資料１－１，５で示し

ている論点につきましては，協議事項（２）（３）の中でご意見をいただきたいと思

います。ここでは，条例の見直しに係る議論の進め方，スケジュールについてご意

見をいただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 何かございますでしょうか。質問でも結構です。この会では，皆さんから分から

ないことは分からないとして，ご自由にお手を挙げていただいて質問していただい

て結構ですので，遠慮なくご質問があればどうぞ。スケジュールについて，事務局

案として出していただいたということになっておりますが，いかがでございましょ

う。 

 後で思い出して聞きたいということがあればそれでも結構です。本日は，皆さん

の意見をいただく意見出しの場ということなので，前に進めたいと思いますが，よ

ろしいでしょうか。 

 なお，途中で７時半頃に一度 10 分休憩を入れたいと思っております。議論が途中

でも時間を区切って一度休憩を入れますので，あらかじめご案内申し上げておきま

す。 

 では，進めたいと思います。 

 

 

 協議事項 

  (2) 障害を理由とした差別事例等の収集結果について 

  (3) 障害福祉関係団体，事業者団体等へのヒアリング等の実施結果について 

会 長   続いて，協議事項（２）障害を理由とした差別事例等の収集結果について並びに

協議事項（３）障害福祉関係団体，事業者団体等へのヒアリング等の実施結果につ

いて，併せて事務局からご説明をお願いいたします。 
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事 務 局 

(小幡課長) 

  障害企画課，小幡でございます。 

 協議事項（２）障害を理由とした差別事例等の収集結果及び協議事項（３）障害

福祉関係団体，事業者団体等へのヒアリング等の実施結果について，併せてご説明

させていただきます。 

 まず，協議事項（２）障害を理由とした差別事例等の収集結果についてでござい

ます。 

 資料は，２－１，障害を理由とした差別事例等の収集結果について（概要）と書

かれているものをご覧ください。 

 その資料の中の１の概要でございます。 

 今回の差別事例等の収集は，条例の見直しの検討を行うに当たりまして，平成 28

年４月の条例施行後の状況を把握するとともに，課題等を整理するため，広く市民

を対象に募集を行ったものでございます。 

 ２の実施方法です。 

 事例収集の期間は令和３年 12月 15日から令和４年２月 28日までで，市政だより

や市のホームページなどで広く市民へ周知を図るとともに，提出方法も，これまで

の郵送やファクスだけではなくて，みやぎ電子申請なども活用しながら募集を行っ

てまいりました。 

 その結果，３の収集件数としまして 107件の応募がありました。 

 内訳ですが，①の内容別の分類としまして，差別と感じた事例が 54 件，配慮が得

られた事例が 13 件，資料裏面に行きまして，その他の意見等が 40 件というもので

ございました。②の分野別の分類としましては，主なものとして，周囲の理解に関

するものが 17 件，就労・労働に関するものが 31 件，福祉サービス等に関するもの

が 10 件というところでございました。③の障害種別ごとの分類としましては，主な

ものとして，肢体不自由が 19件，知的障害が 16件，精神障害が 19件，発達障害が

37件というところでございました。 

 なお，分野別の就労・労働，それから障害種別の発達障害の件数がほかに比べて

多くなっておりますけれども，特定の発達障害当事者の方が１件の応募の中で複数

の事例を提出されたということがございましたので，それぞれの項目の件数が多く

なったという事情がございます。 

 収集した個別の事例の内容につきましては，資料２－２，障害を理由とした差別

事例等の収集結果についてにまとめてございます。 

 その中には，駐車場の契約で健常者には求められていない連帯保証人を求められ

たといった差別と思われる事例であるとか，病院で長時間待てない中，時間近くに

なったら連絡をもらえたりしたので助かったというような配慮が得られた事例な

ど，こういった内容のものを具体的に記載しております。 

 詳細につきましては，時間の関係上，説明を省略させていただきたいと思いま

す。 

 続きまして，協議事項（３）障害福祉関係団体，事業者団体等へのヒアリング等

の実施結果についてでございます。 

 資料は，３－１，障害福祉関係団体へのヒアリング等の実施結果についてをご覧

ください。 

 1の概要でございます。 

 先ほどの事例収集と同様に，条例施行後の状況把握，課題整理のため，障害福祉

関係団体へのヒアリングを実施いたしました。 

 ２の実施方法です。 

 まず，対象となる団体にアンケート調査をお送りいたしまして，その回答内容を

基にヒアリングを実施したというところでございます。ヒアリングは，あらかじめ

用意した質問事項に加えまして，ヒアリングに参加した施策協議会の委員などの関

心によりまして，質問への回答に対してより詳細に尋ねていく半構造化インタビュ

ーという形を取らせていただきました。 

 ３の調査対象です。 
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 今回の調査は，資料の表にある７団体，具体的には，仙台市精神保健福祉団体連

絡協議会，宮城県重症心身障害児（者）を守る会，仙台市視覚障害者福祉協会，宮

城県自閉症協会，宮城県患者・家族団体連絡協議会，仙台市聴覚障害者協会，仙台

市障害者福祉協会（仙台ポリオの会）の合計 20 名の方にご協力いただきまして，今

年２月から３月にかけて実施いたしました。 

 なお，令和３年度にヒアリングを実施できなかった団体に対しましては，今年

度，改めてヒアリングを実施する予定としております。 

 資料裏面に行っていただきまして，４のヒアリング等における主な内容でござい

ます。 

 主な内容につきましては，差別と感じたこととか条例の見直しに向けて検討すべ

き点などについて各団体にお伺いいたしまして，例えば，当事者や家族が差別的発

言に慣れてしまっていることが問題だと感じるといったようなご意見とか，自分の

意思でこれをやりたい，これに参加したいという障害者の思いが実現するように条

例が整備されてほしいといったご意見などをいただいております。 

 詳細につきましては，資料にまとめてございますので，説明は時間の関係上，省

略させていただきます。 

 次に，資料の３－２，事業者団体等へのヒアリング等の実施結果についてをご覧

ください。 

 先ほどは障害福祉関係団体へのヒアリング結果についてご報告いたしましたが，

それとは別に，事業者団体等に対してもヒアリングを実施しております。 

 １の概要と２の実施方法につきましては，先ほどの障害福祉団体へのヒアリング

と同じでございます。 

 ３の調査対象です。 

 今回の調査は，資料の表にある 12 団体，具体的には，商工・サービス・不動産取

引関係の団体等として，みやぎ仙台商工会，宮城県宅地建物取引業協会，一番町四

丁目商店街振興組合，七十七銀行，仙台銀行，労働関係の団体等といたしまして，

宮城県中小企業団体中央会，清月記，仙台市障害者就労支援センター，仙台三越，

それから交通関係の団体等といたしまして，宮城県タクシー協会仙台地区総支部，

宮城交通，仙台市交通局，以上の 12 団体，計 31 名の方にご協力いただき，今年の

３月にヒアリングを実施いたしました。 

 なお，事業者団体等につきましても，令和３年度にヒアリングを実施できなかっ

た団体につきましては，今年度，改めてヒアリングを実施する予定でございます。 

 資料裏面に進んでいただきまして，４のヒアリング等における主な内容でござい

ます。 

 主な内容につきましては，配慮の取組とか市に期待する取組などについて，各団

体等にお伺いしております。その結果，例えば，バリアフリー化の費用に対する助

成メニューの充実であるとか，市が発行するハンドブック等でどのようにサポート

すればいいか明確に示してほしいといったようなご意見をいただいております。 

 詳細につきましては，こちらも資料にまとめてございますので，後ほどご覧いた

だければと思います。 

 次に，資料の３－３，仙台市障害者差別解消・虐待防止連絡協議会構成機関から

の意見についてをご覧ください。 

 １の概要でございます。 

 こちらは，先ほどの関係団体等へのヒアリングと同様の目的で，仙台市障害者差

別解消・虐待防止連絡協議会を構成する機関に調査を行ったものでございます。 

 この連絡協議会というのは，差別解消法であるとか条例に基づきまして，障害者

の権利擁護に関わる関係機関のネットワークの構築，それから連携強化，そういっ

たことを目的に設置しているものでございまして，障害福祉関係団体，人権擁護委

員，民生委員，権利擁護センター，法務局，労働局，教育委員会，相談支援事業

所，それから仙台市の関係部署，こういった構成メンバーとなってございます。 

 ２の実施方法ですけれども，本年３月に連絡協議会の構成機関にアンケート調査
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を行ったものでございます。 

 裏面に参りまして，３の連絡協議会構成機関からの主な意見でございますが，各

機関に対して，相談体制の課題であるとか現在の取組の状況，普及啓発活動とか事

例の収集・共有などについて，各団体に伺ってございます。 

 その回答といたしましては，例えば差別を受けている当事者が相談窓口を分かっ

ていないように感じるといったものであるとか，普及啓発活動は徐々に少なくなっ

てきている印象だと，継続して行うことが必要なのではないかといったような意見

をいただいたところです。 

 詳細につきましては，こちらも資料にまとめてございますので，時間の都合上，

説明は省略させていただきます。 

 協議事項の（２）（３）につきまして説明は以上なのですが，ちょっとすみませ

ん，先ほど私，数字を間違ってご説明していました。資料２－１の障害を理由とし

た差別事例の収集結果のところなんですが，分野別の分類のところ，福祉サービス

等のところを 10 件というふうにご説明しましたが，11 件の誤りでした。申し訳ご

ざいません。訂正いたします。 

 以上，長くなりましたが，協議事項（２）（３）につきまして，説明は以上でござ

います。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 ただいま協議事項（２）並びに（３）について事務局よりご説明をいただきまし

た。 

 それでは，委員の皆様に協議をいただきたいと思います。資料２－１から３－３

の内容，並びに資料１－１の５で示した論点を踏まえて，お一人ずつご意見をいた

だきたいと思います。会議の時間も限られておりますので，お一人当たり２分以内

でご意見をお願いしたいと思います。ご発言いただく順番ですが，秋山委員，その

次に小野委員という流れで，反時計回りに委員の皆様からご意見をいただきたいと

思います。 

 なお，当日配布資料１に，委員の皆様から事前にいただいたご意見を記載してお

りますので，そちらもご覧ください。 

 それでは，秋山委員，お願いいたします。 

 

秋山委員   秋山でございます。よろしくお願いいたします。 

 先ほどお話しいただきました別添資料の２－１から３－３までを事前に読ませて

いただきました。教育行政のほうに携わっている立場として感じたことなどをお話

しさせていただきます。 

 資料などを拝見させていただいて，教育の分野でも障害理解や差別解消の取組，

様々行ってはいるんですけれども，さらに，そういった取組をもっと推進していく

必要があるんだなということを改めて感じていたところでございます。子どもたち

に対しての障害理解教育はもちろんなんですけれども，障害のある子どもたちなど

を受け入れる学校や先生たち，教員に対しても，様々な障害理解などの取組も引き

続き必要だなというふうに感じていました。 

 具体的な話としましては，例えば障害理解や差別解消ということについて，基本

的なもちろん考えとかその理念とかは理解はしているんだけれども，具体的に障害

のあるお子さん方を受け入れるとなったときに，具体にどんな合理的配慮の提供が

考えられるのかとか，していったらいいのかというような相談なんかも結構受けた

りすることがございます。 

 それを受けて，実は教員側向けに，今年度，合理的配慮の提供例の具体な事例を

示したもの冊子を作って，全教員に配布したという経過がございました。どうして

も障害のあるお子さんたち一人一人実態が違うので，その都度やはり対応が変わっ

てくるということになりますので，画一的な対応ではなくて様々な取組の例がある

と，それをベースにしながら，じゃあそのお子さんにはどういう合理的配慮提供が
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あるといいのかなということを話し合うときに，参考にできればいいかなというふ

うに考えたものでした。それで，実際に話を聞いてみると，やはり具体的な取組の

例があると，それを基に，参考にしながら，そのお子さんに必要な合理的配慮は何

かということを考えるのに役立ったなんていう声も聞いておりました。 

 そういった意味では，学校に限らないのかとは思うんですけれども，障害理解と

か差別解消について，基本的には理解はしているんだけれども，いざ，じゃあどう

いうことをしていったらいいのかなんていうところの基になる，そういう合理的配

慮の提供例の例えばデータベース化みたいなものがあって，すぐに見られると参考

になるというようなものもあるといいのかもしれないななんていうふうに感じてい

るところでございます。 

 あと最後に，やはり障害理解の部分で見ていますと，なかなか目に見えにくい障

害，発達障害とか精神障害の方の理解というのが，障害自体の中身は分かっている

んだけれども，そのあたりをどう対応していったらいいのかなんていうところも，

その理解を進めていくという意味で，今後の課題だななんていうふうに感じていた

ところでした。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 それでは，小野委員お願いいたします。 

 

小野委員   ＮＰＯ法人 Switchの小野です。よろしくお願いします。 

 私の意見は当日の配布資料の１に中心に書いてありますので，こちらを読み上げ

ながら進めます。 

 まず，アンケートから，精神・発達障害，就労に関する意見がとても多いため，

やはりこれに重点強化のように扱っていることが分かるような表現というのができ

るといいと思いました。 

 今，アンケートの回答の仕方のところでのご説明が事務局からあって，特定の方

からの多くの意見があったので件数が上がっているということもご説明がありまし

た。それを差し引いたとしても，意見の中では多く挙げられているんだと思いま

す。 

 あと，今後の流れとしても，障害者雇用が 10 時間から 20 時間という時間枠が雇

用率算定として動く方向で進んでおりまして，より多くの方の一般就労実現という

のが期待できる，それと同時に，働く実際の場面が増えることによって，より多く

の方から差別の実情が出るということも予想されます。より差別に対する啓発と具

体的な相談窓口の充実に力を入れるということが必要だと考えます。 

 また，アンケートの中に施設利用における差別意見というのが挙がっていました

が，総合支援法での新サービス，これも新しいサービスが就労系で検討されていま

して，これが就労能力を評価するサービスで，仮の名称として就労選択支援という

ふうに今少し打ち出されてきています。私，これを見たときに，支援者の方がその

方の働く能力を評価するということがすごく難しいことになるので，そこの部分と

いうのをきちんとできるように，ここに障害差別の理解をより徹底できるような啓

発・研修の必要を強く感じました。 

 ２つ目は，ヒアリングから，生活場面でのタッチパネルの普及というのが急速に

進んでいて，それが本当に当事者の方々の生活に支障が出ているということを気づ

かされました。今後もＩＴ化が進んでいくので，ＩＴを生活者として利用するため

の支援，ＩＴを使って労働者になるような支援も必要だと思うんですけれども，こ

の生活者として利用していくための支援というのも力を入れる必要を感じます。視

覚障害の方がタッチパネルが難しいということ以外でも，誰もが配慮が必要な状況

で配慮が受けられるようにすることが，対応として必要だというような意味を強化

していけるといいのかなと思います。 

 あと，もう一つなんですけれども，これはちょっと書いていないことなんです

が，３つ目に，私がヒアリングで聞かせてもらった中で，多目的トイレの当事者の
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方の利用のしづらさの意見を伺って，同じ場面じゃない，ほかのところでもやはり

聞いたので，実際のハード面が不足しているというのはもちろんなんですけれど

も，実際にできた場合であっても，当事者の方の使いづらさというのがとても多く

声に上がっているように感じます。これはやはり何らかの対応が必要なのかなとい

うふうに思いました。 

 方法として，（３）ですが，差別研修として障害者と積極的に交流できる楽しいイ

ベント企画，それを障害者施設や差別研修として参加を行政のほうから機関に促し

ていくというようなこと。２つ目が，ＩＴや電子機器，ＳＮＳ，スマホ操作とか，

情報保障に関して周囲の人ができることの啓発物とかボランティア育成とか，私の

イメージでやはりコンビニとかで後ろで人が待っている中でタッチパネルとかが使

えなかったときにすごく気持ちが焦ってくると思うんですけれども，そういうとき

にお店で普通に働いている方がどういうことを配慮したらいいのかということを示

すような啓発とか，あとそういう方もいるよねということを日常生活場面にもっと

伝えていけるようなツールがあるといいかなと思いました。 

 最後に，差別啓発には動画とかマスコミに取り上げてもらうことなどが効果があ

るように思います。当事者の方に差別体験や配慮を受けて助かった体験などを積極

的に形にして公開してもらえるような企画があるといいなと思いました。以上で

す。 

 

会 長   小野委員さん，ありがとうございました。 

 それでは，小幡委員さん，お願いいたします。 

 

小幡委員   仙台弁護士会の小幡と申します。 

 私の意見については，当日配布資料１のほうに記載させていただいております。 

 条例の見直しに向け検討すべき視点や課題ということで，１つ目に合理的配慮の

義務化が挙げられておりましたので，これについて私の意見を申し上げたいと思い

ます。 

 この合理的配慮の提供について，現行は努力義務とされていますが，ここから義

務，法的義務に改められるということに法律上なっております。ただ，義務化され

て，要するに法的義務とされてはいるけれども，法としては罰則は設けていない

と。そうすると，これまでの努力義務と効果としては実はさほど大きく変わるとこ

ろはないのではないかと率直に思っています。 

 これについて，本条例で罰則を設ける，法律よりも重くする，いわゆる上乗せ，

をするようなことができるかどうかということも検討する必要があるかと思いまし

た。 

 私個人の意見としては，現状において罰則を設けることは難しいのではないかと

考えています。やはり罰則を設ける以上は，合理的配慮の提供ができるような行政

としての整備ですとか補助金の体制ですとか，そういうものを十分に整えた上で行

う必要があると思いますので，なかなか現状で上乗せ条例という形での罰則を設け

るのは難しいかなと考えております。 

 そうすると，この条例で合理的配慮の提供について，これを行わなかったことに

対する罰則は設けないということを前提に，なお，義務化された点をどのように表

現して実効性のあるものにするのかということを検討していく必要があると思いま

した。 

 具体的にこうするべきというのは，現状，アイデアとしてはまだないのですが，

例えば広く周知するという意味で，条例の制定に合わせて何か市民にアピールでき

るようなことができたらいいのではないかと。今回，ヒアリングの中でありました

けれども，例えば分かりやすい案内を街じゅうに，同じようなピクトグラムのよう

な案内を表示してもらう，同じものを行政のほうで準備をして，それを一斉に表示

してもらうですとか，先ほどもありましたが，多目的トイレの使い方や改善，表

示，そういうものも条例に合わせて一斉に何か変化を持たせるということもありな
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のかなと思いました。 

 もう１点だけ，市の条例を見せていただいて，今後この点どうかなと思ったの

が，第３条の５項です。「障害のある女性は障害及び性別による複合的な要因により

差別を受けやすいこと」と具体的に性別による差別といった，記載がされいます

が，現状で女性だから男性だからという身体的な性別を前提とした表現でいいのか

どうかというのは，一つ検討しても良いのではないかと思いました。以上です。 

 

会 長   小幡委員，ありがとうございました。 

 次は，菅野委員さん，お願いします。 

 

菅野委員   仙台市サンホームの菅野と申します。 

 私のほうでは，事例を通して，やはり既に条例としては定められている内容であ

っても，市民になかなか浸透して定着されていない現状があるのではないかと読ま

せていただきました。 

 条例そのものをさらに理解して周知をしていく，強化していくことが必要です。

それぞれの現場に落とし込むツールとして，先ほども出ておりましたけれども，街

じゅうに案内表示を掲載するというお話もありましたが，加えて対象に合わせた分

かりやすい表現というか，本当に子どもから大人まで，それからいろいろな障害を

持っている方に合わせた表現の仕方を採用した上で，いろいろな場面で周知してい

くということが必要であると改めて感じた次第です。 

 私のほうは発達障害のお子さんたちに関わっておりますけれども，まだまだ幼稚

園さんとかでお困りになっているケースが多くて，今現在，活動を進めておりま

す。実際には試行錯誤をしながら，いろいろな合理的な配慮をしていますが，それ

が本当に効果的だったのかどうかというところにおいては，モニタリングもしてい

かなければならないと思います。幼児の部門であっても統一したいろいろな支援ツ

ールとかを少し工夫しながら作って，それを基に長期的な視点で事例を見ていく必

要があるかなと感じております。 

 それから，もう一つは，障害を持つ人の生活というところでの大変さとかご苦労

というものを分かってほしいというような表現がたくさん書かれておりました。差

別を受けた人の感情というものをなかなか推し量ることが難しく，想像力を育む教

育というものがより大事になると思っております。時間をかけて，日々の教育の中

で実践していくことが必要ではないかと思いますし，私的なことですけれども，私

も家族に車椅子の家族がおりますが，街を歩いたり，それから公共の施設の中で

も，本当に一緒に歩くことがものすごい大変な状況です。いちいち，すみません，

すみませんということでお願いして歩くような形になります。一方で，若い方で

も，幼い方でもちゃんとよけてくださる方もいらっしゃいます。歩くマナーについ

ても，悪気があってそういうことをしているというわけではなくて，むしろ気づい

ていないという側面が大きいのかなと思います。身近にいる障害のある方の何が合

理的な配慮になるのか，何が差別になるのかということをもう一度，今回改正を機

に，周知と啓発をお願いしたいと考えております。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 それでは，佐々木委員さん，お願いします。 

 

佐々木委員   仙台歯科医師会の佐々木です。 

 差別と感じた事例の 39 番ですか，何か思い切り歯科医院のことが出ていまして，

ご存じでしょうけれども，歯科医師会のほうでは，仙台市と協働の事業で福祉プラ

ザとかで障害者歯科とかも行っておりまして，実際，障害児者の方を扱っていて，

実際，自分ではできないケースってやはりちょっとあるので，そういった方はそち

らのほうに紹介するようにというのは周知徹底していたつもり。私からは以上で

す。 
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会 長   ありがとうございました。 

 それでは，柴田委員さん，お願いいたします。 

 

柴田委員   宮城県自閉症協会の柴田と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は，ヒアリングをした結果とか，そういうことの感想からちょっとまとめてみ

たので，そちらのほうからお話しさせていただきたいんですが，今回私は当事者団

体２か所と，それから事業所１か所の計３か所のヒアリングに参加して，とても貴

重な体験をさせていただいたんですね。そこで感じたのが，当事者の方たち一人一

人がすごい熱い思いを持っているということだったんですね。だから，それを本当

に自分を発信していく，こういうことが嫌だったとかと発信していくのがとても大

事なことで，大切なことだなと改めて感じました。 

 その中の事例の中で，同じことを願い出ても，相手側によって拒否されることも

あれば，オーケーになることもあるということを知りました。また，障害の違いに

よっても，可になったり不可になったりということもあるんだなということも改め

て感じさせられました。 

 今回，条例が努力義務から義務になるということですけれども，改めてその線引

きの難しさとか，それがあるのではないかと思うんですね。 

 また，事例一つ一つが障害の有無にかかわらずの不便さなのか，それから障害が

あるために不便なのか，差別されるのかということの見極めも大切だと思うし，そ

れとどう折り合いをつけていくかというのも大事なのかなというふうな思いもしま

した。 

 また，自分の思いをうまく伝えられない当事者の思いをどのように吸い上げてい

けばいいのかなというのも課題ではないのかなと思います。 

 最後に，障害者差別の解消を進めるためには，条例をつくって啓発が必須だとは

思いますけれども，それを一般企業等への丁寧な説明会とか，それから例えば今，

ツールの話がありましたけれども，コミュニケーションボードというのがあるんだ

よとか，そういう具体な説明も取り組む必要があるのではないかなと，漠然とはし

ていますが，今そう思っています。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 それでは，次に，高橋委員さん，お願いいたします。 

 
高橋（淳）

委 員 
  仙台ワークキャンパスの高橋です。 

 論点に沿ってお話をさせていただきます。 

 条例の見直しにおいて検討すべき視点や課題というところについては，事業者に

おける合理的配慮が義務化になることに合わせて，やはり合理的配慮とはどこまで

のものなのかということ，求める側も，それから提供する側も，そのあたりが具体

例として，いろいろな場面においてこういうことだよということが示されるものが

あると，より普及するのではないかなというふうに考えて，その方法などを検討す

る必要があると感じました。 

 それから，２番目の新たに盛り込む必要がある視点や修正が必要というところに

おいては，１つは，新たに盛り込むという点では，災害時における避難や避難所に

おいて，障害のある方への配慮ですとか，または不利益な取扱いをしないというよ

うな点が盛り込めたらいいのかなというふうに思います。 

 それから，修正という点では，先ほどもお話が出ましたが，３条の５の女性とい

う表現がちょっと私は違和感を感じました。それから，もう１点が，７条の１のイ

のところで，障害福祉サービスにおいて，ご本人の意思に反して入所施設への入所

を強制というあたりのところが，何か入所施設がちょっと悪いようなイメージがあ

るので，意思に反してということはもちろん残しながらも，あらゆる生活において

それは言えることなんじゃないかなというふうに感じたので，そこの表現は修正し
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ていただけたらいいかななんていうふうに感じております。 

 あとは，差別解消のために取り組む必要があると考えられるものということにつ

いては，いろいろなことがあると思いますけれども，やはり障害理解を促す取組が

小さいうちから必要なのではないかと思います。低学年のうちから，障害のある人

との交流やワークショップ的なものを学年を追うごとにステップアップしていっ

て，義務教育が終わる頃には，障害のある方の生活も自分の生活も同じ視点で考え

られる，そんなふうになっていくようなカリキュラムが体系的に時間をかけて行わ

れればいいのかなというふうに考えました。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 それでは，寺田委員さん，お願いいたします。 

 

寺田委員   私は，お手元に配布されている資料にも記載されておりますので，そちらをご覧

いただければと思いますが，まず最初，仙台市のほうでも助成制度をつくったほう

がいいということで，どうしても合理的配慮が努力から義務になっても，費用負担

が発生する場合に経済的負担があるとなかなか実現できないというのは事業者団体

からのご意見で多数出ておりましたし，その支援メニューがないとなかなか進まな

い。国とか県とかでも助成制度はあると思いますけれども，ハード整備中心だった

りして，例えば単発のイベントで手話通訳者の派遣などに係る経費を助成してほし

いという場合に対象外となっていたりするものがございますので，義務化するので

あれば，その実効性を確保するためにはこの経済的負担の話題は避けられないと思

っておりまして，国とか県の助成だけに頼らないで，そこからなかなか実現できな

いような部分の資金，あるいは物でもいいと思いますし，様々な支援施策，誘導す

るためのメニューが必要なんだろうと思いました。 

 その一方で，何でも市の税金からというのもだんだん無理になってくると思いま

すので，これは周知，理解を進めるときとセットでもいいと思うんですけれども，

広く市民とか事業者からも合理的配慮に活用するための資金源となるような寄附金

とか募金とか，税金以外の財源確保のための取組も考えたほうがいいのかなと思い

ました。 

 それで，経費がかかるものとかからないもの，かからないでもこのような配慮も

できますという何人かお話が出ていたと思いますけれども，いろいろなケースごと

の事例集を冊子であったりホームページであったりして，例えば飲食店で，目の不

自由な方だとタブレットは難しいですけれども，ろうあ者の場合はそれが助かると

いうご意見もありました。目の不自由な方には今度音声で読み上げることもできま

すし音声ガイドもあると思います。いろいろなケースごとの検索できるような仕組

みが必要なのかなと思った次第です。 

 そして，理解を進めるために，事業者団体と障害者自身の対話できるような懇談

会とかはかなり回数を増やしていって，定期的にやるぐらいのやり取りも増やした

ほうがいいなと思ったところでございます。以上でございます。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 では，中嶋委員さん，お願いしたいと思います。 

 

中嶋委員   中嶋です。 

 まず，今回の論点に沿って，条例を見直すに当たっての検討すべき視点や課題と

いったところを，この差別事例等の集計結果についてというのを拝見させていただ

きまして，本当に障害の特性を理解されていないがゆえにとても不快な思いをされ

たというケースが多々ありましたので，やはり障害理解を促す取組というものが本

当に必要だなというふうに感じます。 

 例えば，私の場合は障害者スポーツに関わっておりますので，例えば仙台国際ハ

ーフマラソン大会の折に車椅子のランナーが今年は 21 名走りましたけれども，例え
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ば大分県大分市でもう 40 年ぐらい開催されている大分国際車いすマラソン大会は，

本当に地元の方たちに定着して，この車いすマラソン大会が障害理解につながり，

住みやすいまちづくりにつながっていったというような経緯がありますので，仙台

市が主催するこういったスポーツイベントなども介して障害理解の取組などを進め

ていくというのも，一つ検討していただけるといいのかなというふうに思います。

以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 ちょうど７時半ですので，ここから 10 分間，休憩を入れたいと思います。皆さ

ん，時間にご配慮いただいてありがとうございます。 

 それでは，40分から再開したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 
  （休  憩） 

会 長   それでは，再開したいと思います。 

 細川委員さん，お願いいたします。 

 

細 川 

臨時委員 

  仙台市聴覚障害者協会事務局長をしております細川かおると申します。 

 今回，資料を頂き，ヒアリングの項目他，いろいろ拝見しました。私も当事者団

体の立場として，また，ヒアリングする立場として関わりました。私は聴覚障当事

者ですが，他団体のヒアリングを通して、違うところもあるし，一致するところも

あることに気づくことが出来ました。また，病院に関しては，困難が多いと，ろう

者からよく聞きます。しかし，このヒアリング回答の病院で困ったことについて

は，ろう者だけではなく，障害者からの声がないのは，本当にいいだろうか，ちょ

っと違和感があります。それは，障害を理由とした差別事例等の収集結果につい

て，ろう者は個人で文章を書くのが苦手だから提出しないのではないかと思ってい

ます。先ほど佐々木委員のお話しの中で，もっと情報が欲しいということがありま

した。 

 聴覚障害者は，聞こえる人たちとは全く違います。医師から見ただけでは障害が

分からないので，意外と大変な思いをしています。聴覚障害に関する医師の方の理

解を望みますし，手話通訳は医師、私たちの双方に必要です。ですから，このよう

な会にもっと医師の方が参加していただければいいなと思いました。 

 続きまして，障害福祉団体のヒアリングデータ、事業者団体のヒアリングのデー

タを頂きました。この２つを見たときに共通点が何点かあることに気づきました。

事務局から共通点をうまく示し合わせるような，そのような資料を頂くと私達もと

ても見やすく，分かりやすくて，解決に向けても効果的ではないかなと思っており

ます。 

 例えば，企業のほうでもコミュニケーション支援ボードと書いてありますし，こ

ちらの事業所の人たちもコミュニケーション支援ボードというのがあります。サー

ビスのほう，また交通局，いろいろなところでやはりコミュニケーション支援ボー

ドは必要という認識があるように思います。それは、聞こえない当事者として、と

てもうれしく感じております。そのように，それぞれの事業者または当事者でも，

コミュニケーション支援ボードを必要という共通項目があれば，それぞれの立場か

ら話合いを進めていけるんではないかなと思います。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 では，次に，早坂委員さん，お願いいたします。 

 

早 坂 

臨時委員 

  みやぎ盲ろう児・者友の会の早坂です。よろしくお願いします。 

 私が所属する盲ろう友の会は，まだヒアリングをしていません。オンラインでは

当事者が難しいので，対面でのヒアリングを今後お願いできたらと思っています。 

 ヒアリングに向けて，同じ障害当事者に差別事例などについて事例を伺ったとき
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に，差別を受けたことがないという方が何人かいらっしゃいます。当事者自身が差

別解消，合理的配慮といったことについて，まだまだ分からない方が多いと思って

います。そういった当事者に対しての学習の機会，条例をうまく生かしていけるよ

うに勉強できる機会も，もっと増やしていけたらいいのではないかと思っていま

す。 

 また，単に条例を知らないというのではなく，私のように目と耳が不自由だと，

不当な差別的取扱いを受けたとか，そういった発言があったとしても，聞こえな

い，見えない，そのために，差別を受けたことを当事者が分からないという場合も

あると思います。そういった方にどう支援をしていくか。それと今回ヒアリングを

実施した団体に，支援団体があまり含まれていなかったように思います。手話通

訳，要約筆記の団体，以前条例をつくったときに，そういった団体にもヒアリング

を実施したと思いますので，支援者など当事者の周りの方の意見も吸い上げていけ

るといいのではないかと思います。 

 最後に抽象的なことを言うんですけれども，私が最近感じるのは，実際に私たち

が生きやすい社会，世の中と現実とのギャップが大きいなと感じるときがありま

す。そこを条例を基にそのギャップを少しでも小さくしていけるような，そんな条

例になっていくといいなと思います。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 では，次に，鎌田委員さん，お願いいたします。 

 

鎌 田 

臨時委員 

  私は，仙台市の民生委員児童委員協議会の障害者福祉部会の部会長をしておりま

す鎌田と申します。 

 私，何分，素人なものですから，今回こういう臨時の委員になりまして，何から

始めようかと思って戸惑っておりました。 

 第１に，今回の見直しでも，どこをどう直せばいいんだろうか，こんなにすばら

しい条例なのに，これからこれをもっと見直すというのはどこをどうすればいいん

だというのが一番でした。 

 それから，今回，条例の中でヒアリングをさせていただきまして，そこに参加さ

せていただきましたので，その中でやはり企業にとって，この条例なりこの問題が

なかなか理解されていないところがやはり多いんだなというのは改めて感じました

し，そこの部分で，就職というか，担当者は分かっていても，やはり社員とか，そ

この末端まではほとんど分からないので，障害をお持ちの方を雇用してもなかなか

理解を得るのは非常に難しいところがあったのかなとか，いろいろな部分で知るこ

とができました。 

 今回，条例をつくっても，市民に告知と理解をされなければ何の意味もないよね

というところが私の率直な感想で，じゃあ，それをどうやって市民及び皆さんに理

解してもらうのか，いろいろ交流を通してやれば一番いいんでしょうけれども，そ

れだけではなかなか大変かもしれませんけれども，やはり理解をするためには，文

章があってもなかなか，見ればいいといってもなかなか見る部分でもないですし，

逆にやはり体験を通してとか，そういう何でしょうね，カタログなんかでも今回そ

うですし，この条例についてもそうなんですけれども，条例の中でやはり具体例と

か，そういう体験例とかという部分を付け加えることによって，もっと身近なもの

にしていただくと，もっと分かりやすいのかなというふうにちょっと私は考えてお

りました。 

 今回，こういう席に参加させていただきましたけれども，それも一つの理解を深

めることだと思っておりますので，そういう機会をやはりつくっていくように，今

回のスケジュールにもありますけれども，何かその辺でお役に立てるというか，い

ろいろ深くもうちょっと突っ込んでいければなと思っておりました。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 
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 それでは，伊藤委員さん，お願いいたします。 

 

伊 藤 

臨時委員 

  みやぎ高次脳機能障害ピアサポートチーム七夕の伊藤と申します。よろしくお願

いします。 

 私が思ったのは，障害というのは，何々障害というふうに決まっていても，障害

を持っている人によってその症状がまた細かく変わってくるということや，あと，

その人の体調によってもまた変わってくるということがあるので，大変障害を理解

するということは難しいと思うんですが，そしてまた，健常者の方からすると想像

もつかないというか，経験もないことなのでちょっと想像がつかないと思うんです

けれども，障害を持った学生を受け入れる学校の方とか，あと障害者雇用を受け入

れる企業側とかの方々とかが，その障害者の障害を理解するということは簡単では

ないと思うんですけれども，もし障害を理解するために何々障害はこういう症状と

いうふうにマニュアル化をしてしまうと，その人によってその障害の症状というの

は違うので，何々障害の人なはずなのにこの症状はこの人にはないのかとか，そう

いう決めつけが起こってしまうのではないかと思うので，マニュアル化ではなく，

その人の症状を理解していただきたいというふうに思いました。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 では，次に，成田委員さん，お願いいたします。 

 

成 田 

臨時委員 

  自閉症ピアリンクセンターここねっとの成田と申します。 

 私も，もう事前にここの当日配布資料に私の意見も載っているんですが，私は，

今回の論点の３番の障害者差別解消を進めるために取り組む必要があると考えられ

るものについての意見をしました。 

 まず，障害ごとに合理的配慮や支援の具体例を記載した冊子やポスターのような

ものが各事業所，施設にあるといいと思いました。先ほど，既に学校にそういうの

を配布したという意見が出ていて，どこかの県の公式ホームページのＰＤＦとかで

そういうのは見たことあるんですけれども，もうちょっと支援する側や，あと本

人，当事者が身近に手に入りやすい形で，誰でも見えるマニュアルのような形で配

布できるといいのではないかなと思いました。そういうものが身近にあって手に入

りやすいと，支援する側や，手を貸したいという思いがある人も，ここに書いてあ

るこういうことでいいですかとか提案しやすいし，ご本人も，これお願いしますと

当事者も言いやすいと思いました。 

 やはり差別と感じた事例も見て，特定の発達障害の方が１人で複数の事例を出し

たと言っていたと思うんですけれども，目に見えない障害は，どうしても理解する

のが難しいし，本人も説明するのが難しいと思うんですが，私自身も発達障害で，

ふだん発達障害のメンバーさんの支援もしていて，やはり目に見えない障害って何

かあったときに初めて出るので，何かあったときだと，もう本人が一番混乱してパ

ニックになっているからちょっと説明が難しいんですね。なので，そこから来る擦

れ違いも起きていて発達障害の差別と感じた事例が多いのかなとも思ったので，当

事者も相手も見て分かるツールがもうちょっと身近にあると，障害というのを知ら

ない人とかふだん障害に触れていない人でも，身近に手に入る形であればいいと思

いました。写真やポスターと言いましたが，障害の種類によって表現するものはも

っとほかにあってもいいと思いました。以上です。ありがとうございます。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 それでは，片桐委員さん，お願いいたします。 

 

片 桐 

臨時委員 

  片桐綾太郎です。よろしくお願いします。 

 １回学習会のときもあんまり何もしゃべれなかったんですけれども，自分はＡＤ

ＨＤの発達障害なんですけれども，最終的に自分でしゃべっていてゴールが見えな
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くなることがあるんですけれども，よろしくお願いします。 

 僕が今話したいなと思ったのは，差別で話したいなと思うんですけれども，障害

者という言葉で，たまに思いますけれども，障害者という言葉に何かやはり引っか

かるなというときがよくあるんですけれども，あと，障害者，今見ているんですけ

れども，この佐々木寛成委員からの提供資料，盲目の子どもとそのお父さんの会話

の資料の中で，その障害を個性の一部と捉えるようになりましたと言っているんで

すけれども，その障害を個性と捉えることも，何かたまに，どこかで見たんです，

ＳＮＳとかでどこかで見たんですけれども，逆にその個性にする，決めつけるとい

うのも嫌という人もいるんですよ。だって，障害という言葉で，その人の害になっ

ているんですから，個性にしてしまったら逆に嫌じゃないですか。それで困ってい

る人もいるのに，そういう人もいたんですよ。たまにちらっと見かけるんです。だ

から，その障害者という害という言葉，その害ということで，よく日本人特有です

が，害って嫌な言葉じゃないですか。例えば，たまに悪口でも障害者という言葉が

よく使われるし，自分が小さい頃，障害者というのがよく分からなくて，あと自分

が知的障害ということが一切理解できなくて，すごい悩んで，本当にネガティブ状

態になるんですよね。自分が普通じゃないってなるし，みんなと何が違うんだと自

分を追い込んでしまうので，今はもう吹っ切れたというか何というか，そんな感じ

なんですけれども。 

 個人的なことなんですけれども，昨年の６月頃に免許を取ったんですよ，やっ

と。それで，その免許を取ったことを親父の実家の親父の兄貴なんですが，その会

話をしたときに，その親父の兄貴は俺が知的障害というのは知っているんですけれ

ども，それで，免許を取れたことに関して，「おお，よかったじゃん。じゃあ，お

前，免許取れるって普通じゃん」という言葉を言われたんですよ。普通って何だ，

と思うんですけれども。障害者ってやはり普通じゃないとか，障害なのかというの

がちょっとやはり俺は引っかかりますかね，差別用語。普通とは何だと。やはりみ

んな，いろいろなことでも，普通という言葉，多分困るじゃないですか。普通と，

当たり前とか。そういうのをどうしようかなとか思うし，そんな感じですけれど

も，差別的な会話だと思う。 

 あと，障害者たちを理解してもらうって，その障害者たちと触れ合えるみたいな

場所をつくりたいとか，さっき何かそういう話あったじゃないですか。正直言う

と，触れ合いといってもやはり，言い方ひどいですけれども，障害が弱い人を出す

じゃないですか，知的障害といっても軽い人。重い人はすごい大変じゃないです

か，支援というか。それを知らない人が知らないうちに入ったら，ひど過ぎてやは

り辞める人って多いじゃないですか。正直言って，その支援とか，障害者に対して

ボランティアだけじゃなくて，ある程度やはり覚悟が要ると思うんですよ。傷はつ

ける，けがはする。例えば，学校の先生で，何でも口に入れてしまう子の話を聞い

たんですよ。髪の毛とかも布とかも口に入れてしまう人。そのとき先生の対応とし

て髪を切るということもあると聞いたことがある。やはりそういう支援する人もあ

る程度覚悟がないと多分できない仕事だと思います。 

 それから，歯医者のことで，暴れるから受け入れないという話があったじゃない

ですか。俺も昔歯医者が嫌いでした。前，事件があったと思うんですけれども，体

をネットで縛るということがあったじゃないですか，暴れるから。それで窒息した

という事件。今はあるか分からないですけれども，やはり歯医者で暴れる子って，

やはり歯を診るから，ある程度やむを得ない時もあると思う。その都度，歯医者側

と親がいろいろと話し合わないと駄目だと。ある程度まとまらないと思います。 

 あと，この差別事例の中には，何か普通のクレームみたいなやつもあるなと思う

んですけれども，それは普通の人でもよくそういう対応をされることがあると思い

ます。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 では，次に，髙橋委員さん，お願いいたします。 
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髙橋（秀）

委 員 
  仙台市視覚障害者福祉協会の髙橋です。よろしくお願いします。 

 私の意見については，論点に沿って３つ，資料に載っておりますので，ご覧いた

だければと思います。 

 改めてここで申し上げたいことは，差別事例を集めていただきましたが，特に視

覚障害，聴覚障害の差別事例が非常に少ないなというふうに感じています。下のと

ころにいろいろ，なぜ少なかったのかということで，１つは，多分コロナ禍であま

り障害者自身，障害者団体だったり当事者が集まる機会がなくて，それをうまく情

報が伝達されなかったからこの事例が集まらないという理由が１つあるのではない

かなと思って，今回は事例収集についてはいろいろ配慮していただいてはいるんで

すが，もう少したくさん集めていただいて，最終的にその条例ができたときにも，

その事例集，あるいは配慮を得られた事例がたくさんあるほうがいいのかなと思っ

ておりますので，引き続き，事例収集をやっていただければと思います。 

 当事者の，「今回のような調査も B 型事業所に所属していても知らせられない。徹

底されていない。当事者のところまで情報が確実にいくようなシステムになってい

ない。また情報を知った人でも、何か意見や考えを言えば現状の居心地が悪くな

り、その思いを一人抑え込むことが多い。市政などへの意見陳述も障害者が 1 人で

言っても相手にされず、面倒くさい、不満が多いというレッテルをはられてしま

う。情報誌もルビが全てに降ってあるものを基準にしてもらえない。ルビ付きなど

はいちいち問い合わせして入手しなくてはいけなくて疲れる。」という意見，多分こ

の方の意見は発達障害者の方の意見ではないかなと思いますが，一応その点を書い

ておきました。非常に私自身も，私は視覚障害者ですけれども，こういうことは視

覚障害でもあるなというふうに感じたということで，共感したということで書いて

あります。 

 ２つ目のところで，私は一人で街を歩くことが多いわけですけれども，点字ブロ

ック，誘導ブロックを使って歩いていますが，しかも本当に人とぶつかることが増

えました。それは，いろいろと新聞なんかで見ると，やはりスマホを使用した状態

で歩いている方が多い。でも私はそのスマホを見ているかどうかは自分では気づき

ませんけれども，ほとんどの人がぶつかっても謝りもしないし，余計な音もしない

んですね。多分それはだからスマホを見ているのかなと思うんですが，なので今回

の条例には，ぜひ歩きスマホをやめてほしいというような意味の，歩きスマホ禁止

というようなところと，それから誘導ブロックを歩いている，点字ブロックを歩い

ている視覚障害者の歩行を妨げない，禁止するというような条項が入らないかなと

いうふうに，そのあたりをちょっと検討していただければいいかなと感じていま

す。 

 ３番目については皆さんよく話されていたところで，啓発についてというところ

ですので，これはお読みいただければいいかなと思います。以上です。ありがとう

ございました。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 それでは，次に，阿部委員さん，お願いいたします。 

 
阿部（勇）

臨 時 委 員 
  仙台市障害者福祉協会の評議員をやっています阿部といいます。 

 私は，脊髄損傷で車椅子です。おへそから下は全然，運動機能も知覚神経も何も

ありません。 

 当事者の立場として言わせていただきます。私は臨時委員なんですけれども，内

容を見させていただき，合理的配慮について，障害によっても多種多様だなと，感

じています。それぞれの障害についてはどう対処すればいいのかなと思います。車

椅子の場合は見た目で分かりますので，店とかその辺に行っても，よく声をかけて

もらえるんですね。高いところは取りますよ，何かあったら言ってくださいと。こ

のヒアリングの結果を見ると，やはり見た目で分からない障害の人たちにどう対処
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してやればいいのかなという感じはしています。 

 あと，その条例をつくったときの周知ですね。障害者の条例なんていうのは一般

の人はほとんど知りません。一番いい例が，駐車場利用制度，パーキング・パーミ

ットといいますけれども，私ら，もう大分前から請願をやって，仙台市障害者福祉

協会の阿部会長さんに音頭取ってもらって，やっと３年ぐらい前に施行されました

けれども，ほとんどの障害者が使っていない。そんな状況で，一体どうなっている

んだという感じなんです。大きな銀行とか，交通局とかは研修会を実施しているの

で分かっていると思うんですけれども，ほかの人はほとんど障害者の条例について

は分かっていません。その辺の周知の仕方，考えてほしいなと思います。 

 合理的配慮なんですけれども，義務化ということで，日本全体がそのようになる

と思うので，仙台市も県のほうも大体似通わせたようなことにしないとまずいのか

なと思っています。 

 あと，先ほど高橋委員さんからの，災害時の避難所の件ですが，県の条例のほう

に載っていたような気がするんですけれども，市の条例の方にも取り入れて欲し

い。震災のときに，仲間の安否確認でいろいろな避難所を歩いたんですけれども，

とてもひどい状況で，こんなところじゃとても過ごせないなと思っていたところが

ありましたので，その辺も災害時に対する配慮も何か盛り込んでほしいなと思いま

す。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 それでは，山下委員さん，お願いいたします。 

 

山下委員   シャロームの会の山下と申します。よろしくお願いいたします。 

 今回，事例やヒアリングの結果を読ませていただいて，特に感じたことが２つあ

ります。 

 １つは，コミュニケーションについてです。障害のあるなしにかかわらず，生活

していく上で人とのコミュニケーションは欠かせないと思います。資料を読ませて

いただき，障害があるとコミュニケーションを取る上で配慮が必要なことがあるな

と改めて感じました。私は精神障害の当事者ですが，このような大きな会議である

ととても緊張して，先ほどどんな意見があったかななんていうことが頭から飛んで

しまったりして，もう一度聞かせていただきたいなと思ったりすることもありま

す。そして，障害の特性によって一人一人，コミュニケーションに必要な配慮が異

なります。 

 市の条例の意思疎通の支援の充実という部分があって，そこの部分なのかなと思

いますが，県の条例の３ページには，本人が意思疎通の手段を選択するような表現

が含まれています。今後の検討で，そのような表現や内容が市の条例にも含まれる

とよいのではないかなと感じております。 

 ２つ目は教育です。前回の協議会においても学校教育や子どもの頃からの福祉教

育の重要性というものが，アンケートや資料の中に書いてありました。今回の資料

にも福祉教育の重要性というものが書かれてあり，私もとても重要だと思っており

ます 

 私は精神障害で，外見からは分かりにくい障害だと思います。精神障害や発達障

害などを持つ人の話を小学生や中学生が聞いたり，交流をする時間というものがと

ても重要なのではないかと考えています。その点においてはほかの委員の方も同様

のご意見が多数ありましたので，このあたりは検討していければよいのではないか

と思います。 

 そして，学校教育につきましては，県の条例の７ページに記載されています。市

の条例にも，学校教育に関する内容を盛り込んでいけたらよいのではないかと感じ

ております。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 
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 では，支倉委員さん，お願いいたします。 

 

支倉委員   宮城県患者・家族団体連絡協議会，膠原病友の会の支倉と申します。よろしくお

願いします。 

 私は，一応，条例の見直しというところからちょっと，もしかして外れているか

もしれませんけれども，ちょっと言わせていただきたいと思います。 

 障害でも難病でも，やはりみんな同じ障害ではないんですね。それで，みんな，

難病でも一人一人全然違うわけです。そういう人たちが入ったところで合理的配慮

というのは，やはり皆さんおっしゃっていたように，なかなか苦労するものがある

んじゃないかと思います。 

 あと，私の友人は身体的障害と目の障害があるんですけれども，関わってくる保

健師さんから，ちょっと違うか分かりませんけれども，何か赤ちゃん言葉で言われ

ると言って憤慨していました。 

 それと，難病患者はそのときそのときで日内変動がありまして，動けるときと，

そのときはできることとできないことなどがあって，避難のときなど，とても困る

みたいで，皆さんに承知していただけないので，理解していただきたいということ

でした。 

 あと，差別や偏見をなくす啓発活動というのを今後やっていったらいいんじゃな

いかと思います。症状，障害を理解するには，やはり当事者のご意見が必要なんだ

と思うんですね。それで，そういう当事者を含めた研修活動，事業者さんなりなん

なり，たくさんやっていけたらいいんじゃないかと思っております。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 それでは，三浦副会長，お願いします。 

 

三浦委員   東北福祉大学の三浦と申します。よろしくお願いいたします。 

 障害の理解とか差別解消とか，それから合理的配慮の理解とか，こういうことが

十分でないから，そういうことに関する啓発的なところが必要なんですけれども，

もう少し人として当たり前のことをやろうという，そういう方向の啓発というのも

必要なんじゃないかなというふうに思います。 

 仙台市の事例ではないですが，私が関わった事例で，警察の差別的な対応という

ことがあったんですけれども，知的障害の人がごみ集積場の前でライターを持って

いたら 110 番されて，そこに来た警察官の対応がということだったんですけれど

も，それは，どうして一声「どうしたの」と声をかけてあげられないんだろうか。

110 番するんではなくてですね。それは，その方がたまたま落っこちていたライタ

ーを拾って，危ないんじゃないかなと思って見ていたらしいんですけれども，そこ

に急に警察官が来たので混乱してしまって暴れてしまってという，どうしてその前

に「どうしましたか」と声をかけないのかなと思うんですね。 

 だから，障害の理解とか差別解消の理解とかというのも非常に重要で，これから

も進めていくんですが，これが何か特別なことというふうにならないように，同じ

人間としてもっとこう，先ほど歩きスマホの話もあったんですが，当たり前のこと

を当たり前と分からないという，同じ人間として当たり前のことをしようという，

そういう啓発の心というのも何か表れる形で見えるといいなと思っています。以上

です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 では，最後，私からもお話ししますが，今日お集まりいただいている皆さんのお

話はごもっともなことで，まだまだなんだなというのは，前回の条例制定のときも

携わった者として感じています。 

 今後，私たちがこの課題に取り組んでいくときに重要な視点は何かといったら，

まず，障害者の人の遠慮や諦めによって成り立っているこの社会がある。実は本当
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はこういうことがあるといいな，こういうことしたいんだけどと思っても，なかな

かそれが表に出せなかったり，行うことに制限があったりするということがまだ続

いています。 

 いろいろなお話が出ているんですけれども，やはり僕らが目指すことは何なのか

というと，皆さんのお話を聞いていて思うのは，そのときそのときで一緒に周りに

いる人たちと同じ選択肢を持っているかということなんです。その選択肢が保障さ

れるように，我々はこの条例の中でそういったことを多くの人に分かってもらう

と。 

 そのときに重要なことというのは，こういうことなんだから分かれよという話じ

ゃなくて，みんなで共有できるかどうかなんですね。このお話をしているのは，

私，ずっといろいろなことに携わってきて，私は 66 歳になりましたが，思うことは

１つで，例えば私，大坂純ですけれども，周りの人は大坂純として関わってくれる

わけですよね。それに対して何も問題はないんですよ。それで，目の前にいろいろ

な人が来ても，例えば三浦さんだったり秋山さんとしてお付き合いすることを仙台

市民の人たちが一人でも多く共有できるようにということを目指していく，これは

長い旅になるかもしれません。でも，諦めない。遠慮しない。そういう中で皆さん

と一緒に取り組んでいきたいなというふうなことを皆さんのお話を聞いて思いまし

たし，私は普段からそのように思って関わらせていただいています。これからもこ

ういったことを考えていきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたしま

す。私からは以上です。 

 では，議事をちょっと進めますね。 

 さあ，皆さん，一人一人ご意見をいただきました。ここからは，事務局やそれぞ

れご発言いただいた方に意見やご質問があれば協議を行いたいと思います。ここか

らはご自由な発言になりますので，挙手をお願いしたいと思います。では，よろし

くお願いいたします。ご発言されたい方いらっしゃいますでしょうか。では，お願

いいたします。細川委員さん，お願いします。 

 

細 川 

臨時委員 

  すみません，仙台市聴覚障害者協会事務局長，細川と申します。 

 自由に何でも話していいよということなのでちょっと話させていただきます。災

害についてですが，災害が来たときの避難所についての困り事とかコミュニケーシ

ョンの限界とか，いろいろな意見が出ていましたが，避難所は 100％の支援はまず

していただけません。避難所の職員も、忙しくみんな慌てています。ですから支援

をただ待っているのではなく、障害者個人もアピールが必要になると思うんです。 

 例えば，ここに私が今持ってきているのは，私が作ったわけではありません。全

国の聴覚者の避難所コミュニケーションに対する聴覚障害者のアピールということ

で，どこかの団体が作ったものを持ってきました。先ほど、車椅子の方は見て分か

って頂けるということでしたが，それぞれの障害者側が一人一人、そう皆さんが自

分の障害者が分かるものをお持ちになって，それを見せると良いのではないでしょ

うか。 

 名取市のほうで，「災害時のベスト」こちらの新聞に掲載されていますが、視聴覚

障害者支援の防災ベストとあり、このベスト着用だと支援を必要としていることが

見て分かるわけです。目が不自由です，支援が必要ですというのが書いてあって，

視覚障害者，聴覚障害者向けに作成されて配布されているようです。そのような，

何か災害があったときにそれを身につけて逃げていけば，その避難所で，この人は

こういう障害を持っているんだということが分かって，支援の一歩に繋がるのでは

ないでしょうか。 

 すみません，何かいろいろ持ってきたのですけれども，これは気仙沼市の減災の

手拭いということで，いろいろ書いてあって，もし万が一何かあったときのために

とかというものが書いてあります。そのような，やはり障害者に特化し，いろいろ

な障害の方がそういうのを身に着ける，または手に持つことで，障害であることを

分かってもらえると思い、紹介させていただきました。 



令和４年度仙台市障害者施策推進協議会（第１回） 

21/22 

 何かそれた発言になっていましたら，申し訳ございません。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。障害をお持ちの方が災害のときにどのような扱いを受

けてきたかという経験の下に，実際のいろいろなツールを今見せていただきまし

た。こういったものを理念の中に盛り込んで，その理念ですね，障害者の方は例え

ば災害のときに何かしらのサポートが必要だということをしっかり理念に盛り込む

というようなことができればというご意見として承りたいと思います。 

 ほかに発言されたい方いらっしゃいますでしょうか。片桐委員さん，お願いしま

す。 

 

片 桐 

臨時委員 

  片桐綾太郎です。よろしくお願いします。 

 先ほどの三浦副会長のライターの話なんですけれども，やはり障害のある人は不

審に見られてしまうことが多いと思うんです。やはり一般の人にとって，その人に

とっては普通にいつもどおりにしているんだけれども，やはり他者にとっては不審

に見られてしまうことが多いと思います。 

会 長   ご自分の経験から，やはり社会で生きていくときの生活のしづらさということが

あるのかなというご意見でした。ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。できるだけ多くの方にご発言いただければと思っ

ておりますが，いかがでございましょう。時間も迫ってきているんですが，よろし

いですか。 

 では，また機会もありますし，それから，文書で出していただくという方法等も

あります。先ほど心配されていたほかの方の意見ということについては，議事録が

作られるはずですので，いろいろなことで，みんなで共有ということをこれからも

していきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いをいたします。 

 協議事項（２）（３）につきましては，以上ということにさせていただきます。 

 

 

（６）その他 

会 長   最後に，次第６，その他でございますが，まず，佐々木委員さんのほうからお願

いいたします。 

佐々木委員    仙台歯科医師会の佐々木です。 

 歯科医師会では，福祉プラザのほうで，在宅訪問・障害者・休日夜間診療所とい

うのを運営しておりまして，今回お配りしたのは，このプラザだよりというのは，

その３委員会で輪番で結構みんな好き勝手いろいろなコラムを書いているんですけ

れども，大体そういうコラムって全く反響を呼ぶことはなくて，よかったとか悪か

ったとか言われることもないんですが，この松尾浩英先生というのは，僕と一緒に

障害者歯科診療委員会でずっと仕事をしていただいている先生で，お父様の代から

ずっと障害者歯科に携わっている先生です。それで，珍しく会員からものすごくい

い話だねという電話とかお手紙を頂いた話だったので，ぜひ皆様にちょっと供覧し

ていただきたいなと思って出させていただきました。 

 こういった思いみたいな，こういうことを条例に盛り込むというのは恐らく難し

いと思うんですけれども，何となくそういう思いみたいなのが条例に盛り込まれた

らいいななんて思っております。以上です。 

 

会 長   ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

 なければ事務局にお返しします。 
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（７）閉 会 

事 務 局 

 

  大坂会長，議事進行ありがとうございました。 

 最後に，事務局より４点ほど事務的なご連絡を申し上げます。 

 まず，１点目，本日の議事内容に関することになります。 

 本日の議事録につきましては，事務局にて案を作成して，委員の皆様にお送りい

たします。こちら事務局の案に加除修正，ご意見いただきまして，事務局で修正作

業を行って，議事録として決定させていただきます。 

 また，本日の議事内容，資料につきまして，追加でご意見，ご質問などございま

したら，机上にお配りしておりますご意見票にて５月 31 日，来週の火曜日をめど

に事務局までお送りくださいますようお願い申し上げます。こちらの様式について

は，後ほどメールでも送付させていただきます。 

 ２点目，協議会の日程についてです。 

 お配りしております当日配布資料の３，こちらに令和４年度の開催スケジュール

をお示ししております。こちらの日時での開催を基本といたしますが，変更になる

場合もありますので，ご了承ください。 

 また，これまでどおり，開催一，二か月前を目安に開催案内を皆様にお送りいた

しますので，開催日時につきましては，そちらの開催案内にて最終のご確認をいた

だきますようお願いいたします。 

 ３点目，条例の見直しに係る関係団体等へのヒアリングについてです。 

 令和３年度にヒアリングを実施できなかった団体につきましては，現在，改めて

ヒアリングの実施に向けて調整を進めているところでございます。ヒアリングを実

施する際には，令和３年度同様，委員の皆様にご参加いただきたいと考えておりま

すので，ご協力をお願いいたします。こちらについては，後日，決まりましたらメ

ールにて日程調整のご案内をさせていただく予定としております。 

 最後に４点目でございます。令和４年度仙台市障害者等保健福祉基礎調査に係る

アンケート調査項目についてでございます。 

 これから申し上げる内容は，臨時委員以外の委員の皆様へのご連絡事項となりま

すので，ご了承ください。 

 令和４年３月に実施した協議会において，基礎調査の実施の概要，あとスケジュ

ールについてお諮りをしたところですが，アンケート調査項目の事務局案を作成い

たしましたので，委員の皆様から御意見を頂戴したいと存じます。後日，メールと

郵送にて資料をお送りさせていただきますので，ご意見，ご質問等がございました

ら，事務局までお送りくださいますようお願い申し上げます。 

 以上，事務局からの連絡４点になります。 

 それでは，以上をもちまして，令和４年度第１回仙台市障害者施策推進協議会を

終了とさせていただきます。 

 本日はお忙しい中，ご出席，ご議論いただきまして，誠にありがとうございまし

た。 

 

 

 

                       署名人    

 


